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表紙

上記事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定
に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付
する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載を省略し
ております。

第61期定時株主総会招集ご通知に際しての

その他電子提供措置事項(交付書面省略事項)

①　業務の適正を確保するための体制

②　連結株主資本等変動計算書

③　連結注記表

④　株主資本等変動計算書

⑤　個別注記表
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業務の適正を確保するための体制

業務の適正を確保するための体制

(1) 取締役・執行役員・従業員（以下、全役職員といいます）の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制

①　取締役会は、コンプライアンスの推進を統括し、会社法その他の法令に則った会社運営をおこなう旨の基

本方針を決定します。

②　ガバナンス委員会は、当社グループにおける経営戦略やガバナンス体制等について、社外取締役の視点を

交えて継続的に諮問・答申をおこなうことにより、経営の透明性・公正性を高め、当社グループの持続的

な成長と中長期的な企業価値向上を図ります。

③　コンプライアンス委員会は、関連する規程、マニュアル等を明文化し、全役職員への徹底を図ります。

④　コンプライアンスの維持については、取締役・執行役員が自己の分掌範囲について責任を持っておこな

い、各部門長は、担当業務に適用される法令とその改正状況を把握するとともに、関連部門へ周知をする

ことにより、法令遵守の徹底を図ります。

⑤　監査等委員会は、内部監査部と連携して独立の立場から当社全体のコンプライアンスの状況について監査

します。

⑥　法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供する手段として、内部通報規程を制定し運用しま

す。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制並びに職務の執行の効率性が確保される体制

①　取締役会を原則として毎月１回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督をおこないま

す。また、取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるため、経営会議を開催し、業務執行に関

する意思決定を機動的におこないます。業務執行機能を強化するため執行役員制度を採用するほか、常勤

取締役・執行役員・本部長等で構成される目標達成会議を毎月開催し、経営課題の協議・決定・報告をお

こなっております。また、必要に応じて重要課題については分科会を実施しております。

②　取締役会その他重要な会議の議事録や稟議書類、財務に関する重要な情報等の保存対象書類、保存期間、

検索のための分類方法及び保存場所等を定める文書管理規程を作成し、取締役、監査等委員、執行役員が

この規程に基づき、必要な文書等を容易に閲覧できるようにします。

③　業務分掌規程及び職務権限明細表に則り、全役職員の職務の執行の効率性を確保します。

④　業務の簡素化、ＩＴの適切な利用を通じ、業務の効率化を推進します。

(3) 会社の重大な損失の発生を未然に防止するためのリスク管理体制

①　当社は、当社グループ全体のリスク管理体制確立のためリスク管理規程を制定し、リスク管理委員会を設

置し、リスク管理の検討、審議等をおこないます。

②　品質、災害、環境、情報セキュリティ等経営に重大な影響を及ぼす不測事態による損失を防止するため

に、ＱＭＳ（品質マネジメントシステム）や情報セキュリティ管理規程を整備するとともに、それらにつ

いて全役職員に対し、教育研修を実施し、予防体制を確立します。

③　全役職員は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、不正行為、法令・定款に違反する重大な事実が

発生する可能性が生じた場合、若しくは発生した場合は、リスク管理委員会に報告します。報告を受けた

リスク管理委員長は、取締役社長に報告をした上で全社的な対応が必要と判断した場合には、緊急対策本

部を設置します。

(4) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

①　関係会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、業務の状況について毎月報告を受ける等を内容と

する関係会社管理規程を定め、グループ全体での適切な情報の共有と意思疎通を図り、経営の適正性を確

保します。

②　当社は、月１回、当社及び当社子会社の常勤取締役・執行役員・本部長等が出席する目標達成会議を開催

し、当社子会社において重要な事象が発生した場合には、子会社に対し当該目標達成会議における報告を

義務付けています。

③　当社は、目標達成会議を通じ当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理しています。

④　当社は、当社グループにおける職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織に関する基準を

定め、子会社にこれに準拠した体制を構築させます。

⑤　当社は、コンプライアンスに関連する規程、マニュアル等を明文化し、当社グループのすべての全役職員

に周知徹底します。

－ 1 －



2023/04/24 9:45:39 / 22944648_株式会社ツインバード_招集通知

業務の適正を確保するための体制

(5) 監査等委員会の職務を補助すべき全役職員

監査等委員会は、内部監査部の担当者に監査業務に必要な事項を命ずることができるものとし、監査等委員

会より監査業務に必要な命令を受けた従業員はその命令に関して、取締役（監査等委員である取締役を除

く。）・執行役員等の指揮命令を受けないものとします。

(6) 全役職員が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制及びその他監

査等委員会の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制

①　監査等委員会を構成する監査等委員は、本社その他の拠点並びに関係会社に対し、計画的に実地監査に赴

き、現状の把握、問題点の指摘等を実施しており、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、

必要に応じて全役職員にその説明を求めます。

②　当社グループの役職員は、情報の共有、課題、対策の検討、方針確認等を図るため各会議体等を通じて、

経営、事業、財務、コンプライアンス、リスク管理、内部監査の状況等について、定期的に当社監査等委

員会に報告をおこなうとともに、法令等の違反行為等、当社又は当社の子会社に著しい損害を及ぼす恐れ

のある事実については、これを発見したときは、直ちに当社の監査等委員会に対して報告をおこなうもの

とします。

③　当社は、当社の監査等委員会へ報告をおこなった当社グループの全役職員に対し、当該報告をしたことを

理由として不利な取り扱いをおこなうことを禁止しその旨を当社グループの全役職員に周知徹底します。

④　当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設けてい

ます。

⑤　監査等委員会を構成する監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、重要な意思決定過程及び取締

役の職務の執行状況を監査します。

(7) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

①　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は反社会的勢力との関係は一切持たないことを基本方針としております。市民社会の秩序や安全に

脅威を与える反社会的勢力への対応については、コンプライアンスの一環として取り組んでおり、組織と

して毅然とした対応を取ることを行動規範に定め、全社の重点施策として位置付けております。

②　反社会的勢力排除に向けた整備状況

対応統括部署を定め、反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、直ちに報告・

相談する体制を整備しております。

また警察等が主催する連絡会に加入するなど平素より外部の専門機関と連携を深め、反社会的勢力への

対応に関する指導を仰ぎ、最新情報を共有することにより被害の未然防止に向けた活動を推進しておりま

す。

≪業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要≫

当社は、上記に掲げた内部統制システムの整備をしておりますが、その基本方針に基づき、以下の具体的な

取り組みをおこなっております。

①　当社は、「コンプライアンス規程」を制定し、周知してきましたが、業務を遂行するうえで特に重要と思

われる問題に関して注意を要する事項をまとめた「コンプライアンスマニュアル」を制定しております。

またコンプライアンスに対する意識の向上を図るため、全役職員を対象に必要に応じてコンプライアンス

研修を実施しております。

②　取締役会の議事録、稟議書、会計書類その他の業務執行に関する文書について、文書管理規程その他関連

する規程に基づき、その種類ごとに適切な保存期間を設定のうえ、適切に管理・保管しています。これら

の文書については、すべての取締役・監査等委員・執行役員が必要に応じて閲覧できるようにしていま

す。

③　毎月開催される目標達成会議において、各部門におけるリスクを報告し、全社で情報を共有し、対応して

おります。いずれもテーマに応じて検討会を実施しております。

④　監査等委員会の監査が実効的におこなわれるために、監査等委員会は内部監査部と連携し、監査を実施し

ております。必要に応じ他の従業員に調査を依頼し、その報告を受けております。

－ 2 －
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連結株主資本等変動計算書

( 2022年３月１日から
2023年２月28日まで )

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

2 0 2 2 年 ３ 月 １ 日 　 残 高 2,507,094 2,602,347 3,231,623 △108,169 8,232,896

会 計 方 針 の 変 更 に よ る
累 積 的 影 響 額

△258,844 △258,844

会 計 方 針 の 変 更 を
反 映 し た 当 期 首 残 高

2,507,094 2,602,347 2,972,779 △108,169 7,974,052

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △162,540 △162,540

新 株 の 発 行 10,185 10,150 20,335

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

69,793 69,793

自 己 株 式 の 取 得 －

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 10,185 10,150 △92,746 － △72,411

2 0 2 3 年 ２ 月 2 8 日 　 残 高 2,517,279 2,612,497 2,880,033 △108,169 7,901,640

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証
券 評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付
に 係 る
調 整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

2 0 2 2 年 ３ 月 １ 日 　 残 高 102,744 115,155 43,098 207,945 468,945 8,701,841

会 計 方 針 の 変 更 に よ る
累 積 的 影 響 額

△258,844

会 計 方 針 の 変 更 を
反 映 し た 当 期 首 残 高

102,744 115,155 43,098 207,945 468,945 8,442,997

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △162,540

新 株 の 発 行 20,335

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

69,793

自 己 株 式 の 取 得 －

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

14,811 △41,999 6,030 △52,669 △73,827 △73,827

連結会計年度中の変動額合計 14,811 △41,999 6,030 △52,669 △73,827 △146,239

2 0 2 3 年 ２ 月 2 8 日 　 残 高 117,556 73,155 49,129 155,276 395,117 8,296,758

連結株主資本等変動計算書

－ 3 －
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連結注記表

イ．有形固定資産(リース資産を除く) 定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を

除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び

構築物については定額法

ロ．無形固定資産(リース資産を除く)

・自社利用のソフトウエア 社内における見込利用可能期間（３～５年）に基づく定額法

連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の状況

・連結子会社の数 ２社

・主要な連結子会社の名称 双鳥電器（深圳）有限公司

株式会社マインツ

②　非連結子会社の状況

該当なし

(2) 持分法の適用に関する事項

①　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

該当なし

②　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

該当なし

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、双鳥電器（深圳）有限公司の決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっ

ては、同日現在の計算書類を作成し、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整をおこ

なっております。

(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．関係会社株式 移動平均法による原価法

ロ．その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移動平均法により算出）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

ハ．デリバティブ 時価法

ニ．棚卸資産

評価基準は原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）によっており

ます。

・製品・原材料・仕掛品 総平均法

・貯蔵品 最終仕入原価法

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

ハ．リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

ニ．長期前払費用 定額法

－ 4 －
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連結注記表

③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により､ 

貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支払いにあてるため、支給見込額に基づ

き計上しております。

ハ．製品補修対策引当金 過去の売上製品の一部について、無償の点検修理に伴う損失見込額を計

上しております。

ニ．役員株式給付引当金 株式交付規程に基づく当社の取締役への当社株式の交付に備えるため、

当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しており

ます。

ホ．株主優待引当金 株主優待制度に伴う費用負担に備えるため、将来使用されると見込まれ

る額を計上しております。

へ．事業構造改善引当金 事業構造の改善に伴い発生することが見込まれる損失に備えるため、当

連結会計年度末で合理的に見積ることが可能なものについて、翌連結会

計年度以降に発生が見込まれる損失額を計上しております。

④　重要な収益及び費用の計上基準

　当社グループは、以下の５ステップアプローチに基づき収益を認識しております。

　　ステップ１：顧客との契約を識別する

　　ステップ２：契約における履行義務を識別する

　　ステップ３：取引価格を算定する

　　ステップ４：取引価格を契約における履行義務へ配分する

　　ステップ５：企業が履行義務の充足時に又は充足するにつれて収益を認識する

　当社グループの事業における顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を

充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりです。なお、約束された対価は、履行義務

の充足時点から主として１年以内に回収しており、重大な金融要素は含まれておりません。

イ．製品の販売

　製品の販売については、通常、製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義

務が充足されると判断しており、当該製品の引渡時点等で収益を認識しております。なお、国内販売にお

いては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、収益認識

に関する会計基準の適用指針第98項に規定の出荷基準等の取扱いを適用し、出荷基準で収益を認識してお

ります。

　収益は顧客との契約において約束された対価から、値引き及び返品等を控除しており、顧客に返金する

と見込んでいる対価を返金負債として計上しております。

ロ．有償支給取引

　有償支給取引については、有償支給した原材料を買い戻す義務を負っているため、支給品の譲渡時に消

滅を認識せず棚卸資産として認識しております。なお、支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。

ハ．受注契約

　受注契約については、顧客との契約に基づき履行義務が充足される一定期間にわたり収益を認識してお

ります。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができない場合で、当該履行義務を

充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準にて収益を認識しており

ます。なお、少額又は工期の短い受注契約については完全に履行義務を充足した時点で収益を認識してお

ります。

ニ．保証サービス

　保証サービスについては、商品及び製品の販売と別個の履行義務として識別し、履行義務を充足した時

点で収益を認識しております。これにより保証サービスに配分された取引価格を契約負債に計上しており

ます。
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⑤　退職給付に係る会計処理の方法 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

イ．退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末まで

の期間に帰属させる方法については、給付算定式基準を適用しておりま

す。

ロ．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額

を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数(10年)による定額法により費用処理しております。

ハ．未認識数理計算上の差異の会計処理方法

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部に

おけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上して

おります。

⑥　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、当連結会計年度末における直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子

会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収

益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

⑦　重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段 為替予約取引

・ヘッジ対象 外貨建取引

ハ．ヘッジ方針 内規に基づき、為替変動リスクを軽減することを目的としております。

ニ．ヘッジの有効性の評価 為替相場の変動によるキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと

想定されるためヘッジの有効性の判定は省略しております。

２．会計方針の変更に関する注記

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該

財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、収益

の認識について次の変更が生じております。

①　変動対価及び顧客に支払われる対価

販売費及び一般管理費に計上しておりました「センターフィー（荷造運搬費）」及び営業外費用に計上して

おりました「売上割引」については、当社が顧客に対して支払いを行っている場合で、顧客に支払われる対価

が顧客から別個の財又はサービスに対する支払いではない場合については、取引価格からその対価を控除する

ことといたしました。

また、返品されると見込まれる商品及び製品の売上及び売上原価相当額を除いた額を売上及び売上原価とし

て認識する方法に変更しており、返品されると見込まれる商品及び製品の対価を返金負債として流動負債の

「その他」に、返金負債の決済時に顧客から商品及び製品を回収する権利として認識した資産を返品資産とし

て流動資産の「その他」にそれぞれ表示しております。
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②　有償支給取引

有償支給した原材料について消滅を認識しておりましたが、当該取引において買い戻す義務を負っているこ

とから、有償支給した原材料について消滅を認識しないことといたしました。なお、当該取引において支給品

の譲渡に係る収益は認識しておりません。

③　受注契約に係る収益認識

従来は検収基準で収益を認識しておりましたが、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積り、一定期間

にわたり充足される履行義務について収益を認識し、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることがで

きない場合で、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基

準により収益を認識することといたしました。なお、少額又は工期の短い受注契約については完全に履行義務

を充足した時点で収益を認識しております。

④　保証サービスに係る収益認識

商品及び製品の販売後に発生する無償アフターサービス費用に備えるため、商品及び製品の販売とそれに付

随する保証サービスの提供を別個の履行義務として識別し、それぞれの履行義務を充足した時点で収益を認識

することといたしました。これにより、保証サービスに配分された取引価格を流動負債の「契約負債」に計上

しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年

度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会

計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべ

ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項

また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべて

の契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の

利益剰余金に加減しております。

この結果、当連結会計年度の売上高は147,063千円減少、売上原価は261千円減少、売上総利益は146,802千

円減少、販売費及び一般管理費は88,762千円減少、営業利益は58,039千円減少、営業外費用は94,772千円減

少、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ36,732千円増加しております。また、利益剰余金の当期

首残高は258,844千円減少しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動資産に表示していた

「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形」及び「売掛金」に含めて表示することといたし

ました。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新た

な表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱い

に従って、前連結会計年度に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等

が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、連結計算書類に与え

る影響はありません。
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(2) 有形固定資産の減価償却累計額 6,642,801千円

コミットメントライン契約の総額 1,500,000千円

借入実行残高 400,000千円

未実行残高 1,100,000千円

借入実行残高 800,000千円

３．会計上の見積りに関する注記

（棚卸資産の評価）

①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

連結貸借対照表に計上した商品及び製品1,607,251千円には、当社の商品及び製品1,603,977千円が含まれて

おります。

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

商品及び製品は、取得原価をもって連結貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得原価よりも

下落している場合には、当該正味売却価額をもって連結貸借対照表価額としております。

商品及び製品の正味売却価額は、期末前の販売実績に基づく売価を基礎としております。また、販売開始か

らの経過期間や回転期間が一定の基準を超える品目の正味売却価額については、期末前の販売実績に加えて、

顧客や最終消費者の需要動向を踏まえた将来の販売予測を考慮のうえ見積っております。

需要環境の変化等により将来の販売予測の見直しが必要となった場合など、正味売却価額の見直しが必要と

なった場合には、翌連結会計年度に商品及び製品の評価損の追加計上が必要となる可能性があります。

４．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

該当なし

(3) 財務制限条項

当社は、株式会社第四北越銀行をアレンジャー、株式会社三井住友銀行をコ・アレンジャーとする取引銀行６

行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約及びタームローン契約を締結しております。契約及び財

務制限条項の内容は次のとおりであります。

シンジケート方式によるコミットメントライン契約

上記の契約の借入実行残高については、以下のとおり財務制限条項が付されております。なお、当連結会計年

度末において、財務制限条項に抵触している事実はありません。

①　借入人の各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、2021年２月

に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75パーセントの金額

以上であること。

②　借入人の各年度決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ２期連続して経常

損失を計上していないこと。

シンジケート方式によるタームローン契約

上記の契約の借入実行残高については、以下のとおり財務制限条項が付されております。なお、当連結会計年

度末において、財務制限条項に抵触している事実はありません。

①　2022年２月期以降の借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部

の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日又は2021年２月に終了する決算期の末日における借入人の連結の

貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75パーセントの金額以上であること。

②　2022年２月期以降の借入人の各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それ

ぞれ２期連続して経常損失を計上していないこと。
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株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 10,843,600株 35,000株 －株 10,878,600株

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 261,129株 －株 －株 261,129株

決 議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 2 年 ５ 月 2 7 日
定 時 株 主 総 会

普 通 株 式 129,948 12.0 2 0 2 2 年 ２ 月 2 8 日 2 0 2 2 年 ５ 月 3 0 日

2 0 2 2 年 1 0 月 1 3 日
取 締 役 会

普 通 株 式 32,592 3.0 2 0 2 2 年 ８ 月 3 1 日 2 0 2 2 年 1 1 月 1 8 日

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

(注) 普通株式の発行済株式数の増加35,000株は、譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものであります。

(2) 自己株式の数に関する事項

(注) 当連結会計年度末の普通株式に、役員向け株式交付信託が保有する当社株式246,545株が含まれております。

(3) 配当に関する事項

　①　配当金支払額

　②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　2023年５月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しておりま

す。

　・配当金の総額　　　　　108,640千円

　・１株当たり配当額　　　10.0円

　・基準日　　　　　　　　2023年２月28日

　・効力発生日　　　　　　2023年５月29日

　配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。なお、2023年5月26日開催の定時株主総会

決議による配当金の総額には、この配当金の基準日である2023年2月28日現在で役員向け株式交付信託が所有

する当社株式246,545株に対する配当金2,465千円が含まれております。

６．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金調達については銀行等金融機関からの借入により調達しております。資金運用につい

ては安全性の高い金融資産に限定し運用をおこなっております。デリバティブは為替変動リスクを回避するた

めに利用し、投機的な取引はおこなっておりません。

②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である受取手形と売掛金については、顧客の信用リスクに晒されておりますが、債権管理担当者が

常に取引先の信用状態を把握し、取引先ごとの期日及び残高の管理をおこなうとともに、財務状況の悪化等に

よる回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

　投資有価証券については、主に取引先企業に関する株式であり、市場リスク及び信用リスクに晒されており

ますが、対象となる企業について市場価格及び財務状況を定期的に確認しております。

　営業債務である支払手形及び買掛金については、１年以内の支払期日であります。

　借入金は、主に設備投資や運転資金の調達を目的としたものであり、変動金利の借入金は、金利の変動リス

クに晒されておりますが、定期的な市場金利の状況を把握しております。

　デリバティブは為替変動リスクに対するリスクヘッジを目的とした為替予約であります。なお、ヘッジ会計

の方法、ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性の評価の方法については、前述の「会計方針に

関する事項」の「ヘッジ会計の方法」に記載しております。
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連結貸借対照表計上額（※１） 　時　　価　　(※１) 差 額

(1)投資有価証券
   その他有価証券（※２）

318,527千円 318,527千円 －千円

資産計 318,527 318,527 －

(2)長期借入金（※３） (920,000) (918,717) 1,282

負債計 (920,000) (918,717) 1,282

　 デリバティブ取引（※４）
　 ヘッジ会計が適用されているもの

105,199 105,199 －

区　　　分 連結貸借対照表計上額

非上場株式等 4,117千円

区分
時　　　価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券 318,527千円 －千円 －千円 318,527千円

資産計 318,527 － － 318,527

デリバティブ取引

　通貨関連
－ 105,199 － 105,199

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2023年２月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（(※２)参照）。

また、「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「未払法

人税等」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似するものであることか

ら、記載を省略しております。

(※１) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

(※２) 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」に含んでおりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額

は以下のとおりです。

(※３) １年内返済予定の長期借入金を含んでいます。

(※４) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した

時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが属するレベ

ルの内、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

－ 10 －
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区分
時　　　価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 －千円 (918,717)千円 －千円 (918,717)千円

負債計 － (918,717) － (918,717)

報告セグメント

家電製品
事業

FPSC事業 計

売上高

顧客との契約から生じる収益 10,137,155 793,016 10,930,171

その他の収益 － － －

外部顧客への売上高 10,137,155 793,016 10,930,171

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技能及びインプットの説明

投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時

価をレベル１の時価に分類しております。

デリバティブ取引

　デリバティブ取引についてはすべて為替予約取引であり、為替予約の時価は取引先金融機関から提示さ

れた価格等に基づき、為替レートといった観察可能なインプットを用いた割引現在価値法により算定され

ているため、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額と当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を

基に割引現在価値法により算定しており、その時価をレベル２の時価に分類しております。

７．収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類の作成のための基本

となる重要な事項に関する注記等　(4) 会計方針に関する事項　④重要な収益及び費用の計上基準」に記載の

とおりであります。
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当連結会計年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権

　受取手形 181,975千円 158,537千円

　売掛金 1,497,796 2,043,988

契約資産 － －

契約負債 － 286,609

(1) １株当たり純資産額 781円43銭

(2) １株当たり当期純利益 6円58銭

(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年

度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関す

る情報

①　契約資産及び契約負債の残高等

　顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の内訳は以下のとおりであります。

②　残存履行義務に配分した取引価格

　当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想

される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。未充足の履行義務は、当連結会計

年度末において286,609千円であります。当該残存履行義務について、履行義務の充足につれて１年から５年の

間で収益を認識することを見込んでおります。

８．１株当たり情報に関する注記

(注) 役員向け株式交付信託が保有する当社株式を「１株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控

除する自己株式に含めております（246,545株）。また、「１株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式

数の計算において控除する自己株式に含めております（246,545株）。

９．重要な後発事象に関する注記

該当なし
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株主資本等変動計算書

( 2022年３月１日から
2023年２月28日まで )

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資 本

準 備 金
その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰越利益
剰 余 金

20 2 2年３月１日　残高 2,507,094 2,513,294 89,053 2,602,347 3,290,166 3,290,166 △108,169 8,291,438

会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額

△258,844 △258,844 △258,844

会 計 方 針 の 変 更 を
反 映 し た 当 期 首 残 高

2,507,094 2,513,294 89,053 2,602,347 3,031,321 3,031,321 △108,169 8,032,594

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △162,540 △162,540 △162,540

新 株 の 発 行 10,185 10,150 10,150 20,335

当 期 純 利 益 57,492 57,492 57,492

自 己 株 式 の 取 得 －

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 10,185 10,150 － 10,150 △105,047 △105,047 － △84,712

2 0 2 3年２月28日　残高 2,517,279 2,523,444 89,053 2,612,497 2,926,274 2,926,274 △108,169 7,947,882

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

20 2 2年３月１日　残高 102,744 115,155 217,900 8,509,339

会計方針の変更による
累 積 的 影 響 額

△258,844

会 計 方 針 の 変 更 を
反 映 し た 当 期 首 残 高

102,744 115,155 217,900 8,250,494

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △162,540

新 株 の 発 行 20,335

当 期 純 利 益 57,492

自 己 株 式 の 取 得 －

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

14,811 △41,999 △27,188 △27,188

事業年度中の変動額合計 14,811 △41,999 △27,188 △111,900

2 0 2 3年２月28日　残高 117,556 73,155 190,711 8,138,593

株主資本等変動計算書
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個 別 注 記 表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法

イ．関係会社株式 移動平均法による原価法

ロ．その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移動平均法により算出）

・市場価格のないもの 移動平均法による原価法

②　デリバティブの評価方法 時価法

③　棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）によっており　

ます。

・製品・原材料・仕掛品 総平均法

・貯蔵品 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産(リース資産を除く) 定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を

除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び

構築物については定額法

②　無形固定資産(リース資産を除く)

・自社利用のソフトウエア 社内における見込利用可能期間（３～５年）に基づく定額法

③　リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

④　長期前払費用 定額法

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により､ 貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支払いにあてるため、支給見込

額に基づき計上しております。

③　退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により

按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお

ります。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年 )による定額法により費用処理しておりま

す。

なお、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借

対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なります。
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④　製品補修対策引当金 過去の売上製品の一部について、無償の点検修理に伴う損失見

込額を計上しております。

⑤　役員株式給付引当金 株式交付規程に基づく当社の取締役への当社株式の交付に備え

るため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき

計上しております。

⑥　株主優待引当金 株主優待制度に伴う費用負担に備えるため、将来使用されると

見込まれる額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

　当社は、以下の５ステップアプローチに基づき収益を認識しております。

　　ステップ１：顧客との契約を識別する

　　ステップ２：契約における履行義務を識別する

　　ステップ３：取引価格を算定する

　　ステップ４：取引価格を契約における履行義務へ配分する

　　ステップ５：企業が履行義務の充足時に又は充足するにつれて収益を認識する

　当社の事業における顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する

通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりです。なお、約束された対価は、履行義務の充足時

点から主として１年以内に回収しており、重大な金融要素は含まれておりません。

①　製品の販売

　製品の販売については、通常、製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務

が充足されると判断しており、当該製品の引渡時点等で収益を認識しております。なお、国内販売において

は、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、収益認識に関す

る会計基準の適用指針第98項に規定の出荷基準等の取扱いを適用し、出荷基準で収益を認識しております。

　収益は顧客との契約において約束された対価から、値引き及び返品等を控除しており、顧客に返金すると

見込んでいる対価を返金負債として計上しております。

②　有償支給取引

　有償支給取引については、有償支給した原材料を買い戻す義務を負っているため、支給品の譲渡時に消滅

を認識せず棚卸資産として認識しております。なお、支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。

③　受注契約

　受注契約については、顧客との契約に基づき履行義務が充足される一定期間にわたり収益を認識しており

ます。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができない場合で、当該履行義務を充足

する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準にて収益を認識しております。

なお、少額又は工期の短い受注契約については完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

④　保証サービス

　保証サービスについては、商品及び製品の販売と別個の履行義務として識別し、履行義務を充足した時点

で収益を認識しております。これにより保証サービスに配分された取引価格を契約負債に計上しておりま

す。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段 為替予約取引

・ヘッジ対象 外貨建取引

③　ヘッジ方針 内規に基づき、為替変動リスクを軽減することを目的としております。

④　ヘッジの有効性の評価 為替相場の変動によるキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと

想定されるためヘッジの有効性の判定は省略しております。
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２．会計方針の変更に関する注記

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又

はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、収益の認

識について次の変更が生じております。

①　変動対価及び顧客に支払われる対価

販売費及び一般管理費に計上しておりました「センターフィー（荷造運搬費）」及び営業外費用に計上して

おりました「売上割引」については、当社が顧客に対して支払いを行っている場合で、顧客に支払われる対価

が顧客から別個の財又はサービスに対する支払いではない場合については、取引価格からその対価を控除する

ことといたしました。

また、返品されると見込まれる商品及び製品の売上及び売上原価相当額を除いた額を売上及び売上原価とし

て認識する方法に変更しており、返品されると見込まれる商品及び製品の対価を返金負債として流動負債の

「その他」に、返金負債の決済時に顧客から商品及び製品を回収する権利として認識した資産を返品資産とし

て流動資産の「その他」にそれぞれ表示しております。

②　有償支給取引

有償支給した原材料について消滅を認識しておりましたが、当該取引において買い戻す義務を負っているこ

とから、有償支給した原材料について消滅を認識しないことといたしました。なお、当該取引において支給品

の譲渡に係る収益は認識しておりません。

③　受注契約に係る収益認識

従来は検収基準で収益を認識しておりましたが、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積り、一定期間

にわたり充足される履行義務について収益を認識し、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることがで

きない場合で、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基

準により収益を認識することといたしました。なお、少額又は工期の短い受注契約については完全に履行義務

を充足した時点で収益を認識しております。

④　保証サービスに係る収益認識

商品及び製品の販売後に発生する無償アフターサービス費用に備えるため、商品及び製品の販売とそれに付

随する保証サービスの提供を別個の履行義務として識別し、それぞれの履行義務を充足した時点で収益を認識

することといたしました。これにより、保証サービスに配分された取引価格を流動負債の「契約負債」に計上

しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首

の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第

86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額

を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)

に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映

した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減して

おります。

この結果、当事業年度の売上高は146,810千円減少、売上原価は261千円減少、売上総利益は146,548千円減

少、販売費及び一般管理費は88,635千円減少、営業利益は57,913千円減少、営業外費用は94,645千円減少、経

常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ36,732千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高

は258,844千円減少しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、流動資産に表示していた「受取手

形及び売掛金」は、当事業年度より「受取手形」及び「売掛金」に含めて表示することといたしました。な

お、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法によ

り組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事

業年度に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
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(2) 有形固定資産の減価償却累計額 6,641,379千円

①　短期金銭債権 7,365千円

②　短期金銭債務 274千円

コミットメントライン契約の総額 1,500,000千円

借入実行残高 400,000千円

未実行残高 1,100,000千円

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業

会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定め

る新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、当事業年度の計算書類に与

える影響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記

（棚卸資産の評価）

①　当事業年度の計算書類に計上した金額

貸借対照表に計上した商品及び製品は、1,603,977千円であります。

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

商品及び製品は、取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落

している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額としております。

商品及び製品の正味売却価額は、期末前の販売実績に基づく売価を基礎としております。また、販売開始か

らの経過期間や回転期間が一定の基準を超える品目の正味売却価額については、期末前の販売実績に加えて、

顧客や最終消費者の需要動向を踏まえた将来の販売予測を考慮のうえ見積っております。

需要環境の変化等により将来の販売予測の見直しが必要となった場合など、正味売却価額の見直しが必要と

なった場合には、翌事業年度に商品及び製品の評価損の追加計上が必要となる可能性があります。

４．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

該当なし

(3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

(4) 財務制限条項

当社は、株式会社第四北越銀行をアレンジャー、株式会社三井住友銀行をコ・アレンジャーとする取引銀行６

行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約及びタームローン契約を締結しております。契約及び財

務制限条項の内容は次のとおりであります。

シンジケート方式によるコミットメントライン契約

上記の契約の借入実行残高については、以下のとおり財務制限条項が付されております。なお、当事業年度末

において、財務制限条項に抵触している事実はありません。

①　借入人の各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、2021年２月

に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75パーセントの金額

以上であること。

②　借入人の各年度決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ２期連続して経常

損失を計上していないこと。
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借入実行残高 800,000千円

　　営業取引による取引高の総額

　　　売上高 20,621千円

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 261,129株 －株 －株 261,129株

シンジケート方式によるタームローン契約

上記の契約の借入実行残高については、以下のとおり財務制限条項が付されております。なお、当事業年度末

において、財務制限条項に抵触している事実はありません。

①　2022年２月期以降の借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部

の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日又は2021年２月に終了する決算期の末日における借入人の連結の

貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75パーセントの金額以上であること。

②　2022年２月期以降の借入人の各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それ

ぞれ２期連続して経常損失を計上していないこと。

５．損益計算書に関する注記

　　関係会社との取引高

６．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

(注) 当事業年度末の普通株式に、役員向け株式交付信託が保有する当社株式246,545株が含まれております。
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繰延税金資産

　　無形固定資産 71,119千円

　　退職給付引当金 58,987千円

　　その他有価証券評価差額金 53,624千円

　　契約負債 51,748千円

　　関係会社株式評価損 43,207千円

　　繰延資産 39,031千円

　　棚卸資産 27,434千円

　　賞与引当金 21,250千円

　　返金負債 17,077千円

　　有形固定資産 12,851千円

　　譲渡制限付株式報酬 10,144千円

　　貸倒引当金 9,048千円

　　役員退職慰労引当金 8,924千円

　　製品補修対策引当金 8,027千円

　　未払金 6,122千円

　　税務上の繰越欠損金 5,786千円

　　役員株式給付引当金 4,629千円

　　未払費用 3,350千円

　　株主優待引当金 2,212千円

　　一括償却資産 1,349千円

　　未払事業税等 613千円

　　その他 2,483千円

繰延税金資産小計 459,028千円

評価性引当額 △47,336千円

繰延税金資産合計 411,692千円

繰延税金負債

　　為替予約 32,043千円

　　返品資産 3,549千円

　　その他有価証券評価差額金 3,082千円

繰延税金負債合計 38,675千円

繰延税金資産(負債)の純額 373,016千円

(1) １株当たり純資産額 766円53銭

(2) １株当たり当期純利益 5円42銭

７．税効果会計に関する注記

　　繰延税金資産・負債の発生の主な原因別の内訳

８．収益認識に関する注記

(顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報)

　収益を理解するための基礎となる情報は、「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記　(4) 収益及び費用の

計上基準」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。

９．１株当たり情報に関する注記

(注) 役員向け株式交付信託が保有する当社株式を「１株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控

除する自己株式に含めております（246,545株）。また、「１株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式

数の計算において控除する自己株式に含めております（246,545株）。

10．重要な後発事象に関する注記

該当なし
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